
 

 

１． 施設健診（定健・生活習慣病健診・人間ドック）の場合 

 

 

２． 巡回健診の場合（被保険者のみ） 

巡回健診バスで事業所敷地内にて受ける健診です。 

 

健保へ申込書のご提出は不要です。 

事業所ご担当者様より、直接健診医療機関へお申し込みください。申込時に、実

施日・場所等の調整をしてください。 

 初めて巡回健診をご利用される事業所様及びご不明点がある場合は、直接健保ま

でお問合せください。 

 

 

 

 

健診資格（対象年齢等）に達しているか確認。 

健診医療機関へ直接連絡し、予約を取る。 

その他の健診医療機関で 

健診の場合 

全額立て替え払いにて受診。 

「疾病予防補助金請求書」に 

必要事項を記入。 

健診結果表（質問票含む）と  

領収書（ともにコピー可）を添付し

当組合に請求。 

契約健診医療機関で 

健診の場合 

健診機関から結果が届く。 

健診機関から結果が届く。 

（終了） 

当組合より補助金のお支払い。 

★お支払は翌月の末日頃になります。 

（終了） 

健診日、窓口にて各健診医療

機関の個人負担額を支払う。 

（個人負担額＋全額の消費税分） 

※令和８年度より、健保へ

申込書のご提出は不要 

 

～申込から健診の流れ～ 

 

―注意事項― 

※当組合補助での健診は、年度内（４月～翌年３月）に１度のみです。 

※受診当日は「マイナ保険証」又は「資格確認書」をご持参ください。 

 ご持参が無い場合は、全額立て替え払いになる可能性がございます（後日健

保へ補助金請求が必要です）。 

※申込をされた場合は、当組合の個人情報の取扱いに同意されたものといたし

ます。（詳細は当組合ホームページ「個人情報保護について」をご覧ください。） 


